
テーマ　            広小路商店街では,福知山市中心市街地活性化事業計画に基づき

　　　             広小路 Ⅹmasマルシェを開催し、クリスマスに合った出店者を募集します。

　　　　   新しく生まれ変わろうとする広小路と共に未来を描いてみませんか。
　　
主催者　  福知山広小路商店街振興組合

日時　        2017年12月17日(日)

　　　　    ＡＭ 10：00 ～ＰＭ 3：00

　　　　    出店受付・搬入　ＡＭ 8：00　～　 搬出ＰＭ 3：00以降

　　　　    出店準備完了ＡＭ 9：00頃まで

場所　　    広小路 空き店舗内、店舗内、商工会議所駐車場が出店場所になります。

出店料　　1日　雑貨：2.000  円　飲食・食品： 3.000  円

　　　　　入金後のキャンセルは返金致しません。

　　　　　尚、出店許可連絡後の取り消しは出店料と同額のキャンセル料を頂きます。

　　　　　荒天による中止も返金致しません。

注意事項  店舗サイズは各ブースで異なります。

　　　　　      テーブル等は各自でご準備して下さい。

　　　    会場内には電気、水道、ガスの設備は有りません。

　　　    各店舗で出たゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。また、店舗前に

　　　       ゴミ箱、ゴミ袋等の設置をお願いします (終了後店舗内歩道上の清掃もお願いします)

　　  　     広小路商店街の既存の店舗に来店されるお客様の迷惑にならない様にお願いします。

その他　  警察の指導により、暴力団関係の出店確認の為、出店者の情報を警察に提示する

　　　　    事が有ります。

　　　    出品に関して不適切と判断した時は、出店をお断りする事が有ります。

　　　　        (ご家庭の不用品、メーカーの在庫品は出品出来ません)

　　　        飲食物の出店をされる方は、営業許可書または模擬店(保健所の許可書)のコピーを

　　　　    添えてお申し込みください。

　　　    主催者は販売された商品の責任は負いません。

　　　    雨天決行です。

申込方法

広小路商店街
ホームページ
の出店応募

ホームに登録
又は申込用紙

にご記入

→

締切後 出店
の可否をご連
絡及びお振
込のお願い

→

　必修
お振込確認後
出店許可証を
メール添付・郵
送又は手渡し

→

出店許可証を受け
取られた方は当日
本部受付で提示し
てください、駐車許
可証をお渡ししま

す。

　受付期間：2017年11月4日(土) ～11月15日(水)　必着        お振込12月10日まで

お振込先

　　ゆうちょ銀行（中ノ郵便局）記号14400　番号22691241　福知山広小路商店街振興組合

　　　　　　　　2017広小路X masマルシェ出店応募要項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フクチヤマヒロコウジショウテンガイシンコウクミアイ）

申込用紙はパリー美容室・ヨシヤカメラに有ります。



                           2017広小路X masマルシェに出店申し込みをされた皆様

     ＊出店応募要項に記載しました様に空き店舗内、店舗内、商工会議所駐車場が出店場所に

　　　　なります。それをお含みの上、ご了解いただける方は振込又は担当スタッフに

　　　　入金をお願いします。

出店申し込みが予定数を超えました時は、主催者の判断で出店調整

をいたしますので、ご理解ください。

 　　 　 振込（入金）確認後、出店許可証をご用意します。

　　　   当日受付で提示してください。

　　　　㊟ 駐車トラブルを防止するため商店街の発行する番号札を

　　　　　   　車の前方で見える場所に掲示してください。

　　　㊟ ＊年末の為、極寒が予想されます、寒さ対策をお願いします。

＊ブース内での暖房器具の使用が出来る所と、出来ない所があります。

＊エアコン・石油ストーブ・電気ストーブ以外は使用できません。

＊石油ストーブは商店街が準備します、原則、暖房器具の持ち込みは出来ません。

＊暖房器具を安全に使用するため、点火中はその場所を離れない様にして下さい。

＊業務用消火器をお持ちの方は持参してください。

＊開催中お店の名前（屋号）を掲示してください。

                　    連絡先：パリー美容室　TEL(FAX) 0773-22-2788

　 　 　　　ヨシヤカメラ    TEL 0773-22-2557  FAX　0773-23-0448

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福知山広小路商店街振興組合

　　　　　　　　理事長　　吉田　博

                      事前に問い合わせてください。（空き店舗所有者様の許可・消防署へ届出が必要）

                   ＊必ず業務用消火器１０号以上を持参してください。（家庭用では許可されません）

            ＊一部店舗内、空き店舗内での火気使用が出来ます。

　　　　　　　　  ＊許可なく火気器具を使用された方は出店許可を取り消す事もあります。


